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１ 事業の目的 

 他の地域との差別化を図り、地域の強みとなる地域資源（※１）を活用した

新商品開発及び販路拡大等の経営の革新（※２）の取組並びに大学等、公設試

験研究機関及び他の企業との共同研究による新製品・高度技術開発、高付加価

値化などの取組を促進するため、事業経費の一部を助成します。 

 

※１ 地域資源とは、「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」

で掲げられた品目等のほか、地域において知られている農林水産物、鉱工

業品及び観光資源をいいます。なお、鉱工業品には、その生産技術及び新

たな産業や事業の創出につながる技術シーズを含みます。 

※２ 経営の革新とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品

の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新

たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その

経営の相当程度の向上を図ることをいいます。 

 

２ 募集期間 

第１回 平成２３年 ４月１１日（月）～平成２３年 ５月１３日（金） 

第２回 平成２３年 ９月 １日（木）～平成２３年１０月１４日（金） 

（事業や事業経費の内容についての確認が必要ですので、事前にご相談くださ

い。） 

 

３ 助成対象となる事業 

⑴ 中小企業者等支援事業 

① 中核企業育成事業 

 一般枠※３ 重点支援枠※４ 

助成対象事業 

経営の革新のための事業で

あって、重点業種以外の分野

において地域資源を活用し

て行う新商品開発及び販路

拡大等の取組 

経営の革新のための事業で

あって、重点業種の分野にお

いて地域資源を活用して行う

新商品開発及び販路拡大等

の取組並びに建設業及び農

林水産業からの事業転換（※

５）等の取組 

助成対象者 

従業員１００人以上又は売上高１０億円以上で独自の技術

や経営ノウハウを持ち、県内への発注割合が全体の５割以

上又は正規雇用の割合が全従業員の７割以上の中小企業者 

助成対象経費 

※６ 

専門家謝金・同旅費、出展経費、会場借上料、印刷製本費、

資料購入費、広告宣伝費、研修費、構築物費、研究開発の

みに用いる機械装置費又は工具器具費、消耗品費、外注費、

市場調査費、知的財産権購入費、委託費、その他必要と認

められる経費 ※外注費及び委託費に対応する助成金の合

計額は助成金全体の２分の１以内 



- 2 - 

 

助成率 １／２以内 ２／３以内 

助成限度額 ７００万円（下限５０万円） １,０００万円（下限５０万円） 

 

② チャレンジ企業育成事業 

 一般枠※３ 重点支援枠※４ 

助成対象事業 

創業や経営の革新のための

事業であって、重点業種以外

の分野において地域資源を

活用して行う新商品開発及

び販路拡大等の取組 

創業や経営の革新のための

事業であって、重点業種の分

野において地域資源を活用し

て行う新商品開発及び販路拡

大等の取組並びに建設業及

び農林水産業からの事業転換

（※５）等の取組 

助成対象者 

中核企業等育成事業の助成対象者に該当する者以外の中小

企業者、ＮＰＯ法人、有限責任事業組合及び中小企業者と

して創業する者 

助成対象経費 

※６ 

専門家謝金・同旅費、出展経費、会場借上料、印刷製本費、

資料購入費、広告宣伝費、研修費、構築物費、研究開発の

みに用いる機械装置費又は工具器具費、消耗品費、外注費、

市場調査費、知的財産権購入費、委託費、その他必要と認

められる経費 ※外注費及び委託費に対応する助成金の合

計額は助成金全体の２分の１以内 

助成率 １／２以内 ２／３以内 

助成限度額 ３００万円（下限２０万円） ５００万円（下限２０万円） 

 

③ 共同研究助成事業 

 一般地域枠 
高度技術産業集積地域枠 

※７ 

助成対象事業 

高度技術又は新製品の開発や高度技術を利用した製品の高

付加価値化、生産工程の合理化、地域資源の開発等の共同

研究の取組 

助成対象者 

高度技術又は新製品の開発

のために大学、工業高等専門

学校、公設試験研究機関又は

他の企業と共同で研究する

高度技術産業集積地域（秋田

市）以外に主たる事務所・事

業所を有する中小企業者 

高度技術又は新製品の開発

のために大学、工業高等専門

学校、公設試験研究機関又は

他の企業と共同で研究する

高度技術産業集積地域（秋田

市）に主たる事務所・事業所

を有する中小企業者 

助成対象経費 

※６ 

原材料費及び副資材費、構築物費、研究開発のみに用いる

機械装置費又は工具器具費、外注加工費、技術導入費、技

術情報取得費、その他必要と認められる経費 ※外注費及
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び委託費に対応する助成金の合計額は助成金全体の２分の

１以内 

助成率 １／２以内 ２／３以内 

助成限度額 ３００万円 １，０００万円 

 

⑵ 中小企業支援機関実施事業 

 一般枠※３ 重点支援枠※４ 

助成対象事業 

中小企業者等が創業や経営

の革新のために、地域資源を

活用して行う新たな事業展

開等に対し、重点業種以外の

分野において中小企業支援

機関が行う新商品開発や展

示会、技術講習会等に関わる

支援事業 

中小企業者等が創業や経営

の革新のために、地域資源を

活用して行う新たな事業展

開等に対し、重点業種の分野

において中小企業支援機関

が行う新商品開発や展示会、

技術講習会等に関わる支援

事業 

助成対象者 

中小企業者並びにＮＰＯ法人、有限責任事業組合及び創業

する者を支援する商工会、商工会連合会、商工会議所、中

小企業団体中央会、大学、一般社団法人、一般財団法人、

公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法

人、その他助成事業者の対象者として認める団体 

助成対象経費 

※６ 

専門家謝金・同旅費、出展経費、会場借上料、印刷製本費、

資料購入費、広告宣伝費、消耗品費、委託費、その他必要

と認められる経費 ※外注費及び委託費に対応する助成金

の合計額は助成金全体の２分の１以内 

助成率 １０／１０以内 １０／１０以内 

助成限度額 ３００万円（下限５０万円） ５００万円（下限５０万円） 

 

※３ 一般枠とは、重点業種以外の分野において行う取組やそれらを支援す

る取組をいいます。 

※４ 重点支援枠とは、次に掲げるものをいいます。 

① 重点業種（電子部品・デバイス、電気機械、木材加工、自動車、

航空機、資源リサイクル、医療機器・医薬品及び観光産業に関連す

る業種）の分野において行う取組やそれらを支援する取組 

② 建設業及び農林水産業に属する中小企業者等が行う事業転換の

取組やそれを支援する取組 

※５ 建設業及び農林水産業に属する中小企業者等が行う事業転換に係る計

画内容にあっては、日本標準産業分類の大分類（アルファベット分類）

が異なる分野に進出し、当該新分野における５年後の売上高が売上高全

体の５０％を超える事業計画であることが必要です。 

※６ 助成対象経費の詳細については、（別記）助成対象経費を参照してくだ
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さい。 

※７ 高度技術産業集積地域枠とは、高度技術産業集積地域（秋田市）に主

たる事務所・事業所を有する中小企業者が新製品開発等のために取り組

む共同研究をいいます。 

 

４ 助成対象者の定義 

⑴ 中小企業者とは、秋田県内に主たる事務所又は事業所を有し、以下の①

から⑥までのいずれかに該当する方です。 

① 資本金の額又は出資の総額が下表の基準以下の会社並びに常時使用す

る従業員の数が下表の基準以下の会社及び個人 

主たる事業として営んでいる業種 
資本金の額又

は出資の総額 

常時使用する

従業員の数 

製造業、建設業、運輸業その他の業種 

（下記以外） 
３億円以下 ３００人以下 

 

ゴム製品製造業（自動車又は航空機

用タイヤ及びチューブ製造業並びに

工業用ベルト製造業を除く。） 

３億円以下 ９００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業（下記以外） 5千万円以下 １００人以下 

 
ソフトウェア業又は情報処理サービ

ス業 
３億円以下 ３００人以下 

 旅館業 ５千万円以下 ２００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

② 企業組合 

③ 協業組合及び協業組合連合会 

④ 事業協同組合及び事業協同小組合 

⑤ 商工組合及び商工組合連合会 

⑥ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 

⑵ 創業する者とは、秋田県内に主たる事務所又は事業所を有する創業１年

未満の中小企業者又は現在事業を営んでいない方で今後１２ヶ月以内に秋

田県内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする方です。 

⑶ ＮＰＯ法人とは、秋田県内に主たる事務所又は事業所を有する特定非営

利活動法人です。 

⑷ 有限責任事業組合とは、秋田県内に主たる事務所又は事業所を有する有

限責任事業組合です。 

⑸ その他助成事業者の対象者として認める団体とは、秋田県内に主たる事

務所又は事業所を有する団体で、次の要件を全て満たしており、当センター

が実施主体として適当と認める団体です。 
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① 規約（定款）、活動実績及び活動計画並びに収支決算及び収支予算から

団体としての活動実績や今後も継続して活動することが確認できること。 

② 事務処理体制が整っており、事業を確実に遂行できること。 

 

５ 助成対象者・助成対象事業のその他の要件 

 国又は県からの補助金等の交付対象事業（委託による場合を含む。）でないこ

と。 

 

６ 助成事業の実施期間 

  助成金交付決定の日から１年以内 

 

７ 応募の方法 

⑴ 応募書類の作成 

 助成金交付申請書１式を作成して下さい。 

※ 助成金交付申請書等は、当センターウェブサイトからダウンロードでき

ます。（http://www.bic-akita.or.jp/） 

⑵ 添付書類（応募書類のほかに、以下の関係書類を添付してください。） 

① 直近２期分の財務諸表（個人の場合は青色申告書の写し） 

※ 創業予定者の場合は添付不要です。 

② 定款及び登記簿謄本の写し（個人の場合は住民票抄本） 

③ 大学・公設試等との共同研究の内容・金額を明らかにする書面（共同研

究助成事業のみ） 

④ 会社案内等のパンフレット 

⑶ 提出期限 

第１回 平成２３年 ５月１３日（金） 

第２回 平成２３年１０月１４日（金） 

※ 持参の場合は、センターの営業時間（土日祝祭日を除く、午前８時３

０分から午後５時１５分まで）内にお持ち下さい。 

※ 郵送の場合は、当日消印まで有効です。 

⑷ 提出先 

財団法人あきた企業活性化センター経営支援グループ経営革新担当 

〒０１０－８５７２ 秋田市山王三丁目１－１ 秋田県庁第二庁舎２階 

⑸ 提出方法  持参あるいは郵送 

 

８ 事業計画の審査 

⑴ 事業計画の審査は、当センターが設置する審査委員会が行います。 

⑵ 委員会における計画書の書面審査及びプレゼンテーション審査の結果を

踏まえ、助成金を交付する事業計画を決定します。 

※ 審査委員会の開催予定時期：募集締切後概ね１か月後 

⑶ 審査結果（採択又は不採択）は、後日申請者あてに通知します。 

⑷ 採択となった場合には、事業者名、代表者名、事業テーマ、事業内容等
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を公表します。 

 

９ 事業計画の採択基準 

⑴ 中小企業者等支援事業 

① 県内の地域資源を活用している等、事業計画がファンドの創設目的に

合致していること。 

② 設定目標が、社会情勢等を踏まえた現実的なもので、かつ、計画期間

内での達成が可能なものであること。 

③ 事業規模が、社会ニーズ等を踏まえた適正なものであること。 

④ ３年以内において、次のいずれかの目標を達成し得る事業計画である

こと（共同研究助成事業を除く。）。 

ア 付加価値額 ９％増 

イ 販売額 ９％増 

ウ 雇用者数 ３人増（中小企業基本法（昭和３８年法律第１

５４号）第２条第５項に規定する小規模企業

者にあっては、１人増） 

エ 県内企業との取引額 １０％増 

⑤ 代表者に計画達成に向けた熱意が感じられること。 

⑥ 計画の遂行が、当該企業の事業活動の進展に資するものであること。 

⑦ 計画内容が、当該企業における新たな事業活動であり、かつ、同業他

社に相当程度普及しているものでないこと。 

⑧ 助成事業を的確に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調

達に関し十分な経理的基礎を有すること。 

⑨ 中核企業育成事業にあっては、事業計画が周辺地場企業への経済的波

及効果をもたらす内容であること。 

⑵ 中小企業支援機関実施事業 

① 事業計画が、中小企業者等が行う地域資源を活用した新たな事業展開

及び新商品開発等を支援する内容となっていること。 

② 支援対象が、形式的にも実質的にも、特定の中小企業者等に限定され

ていないこと。 

③ 支援体制が整備されているか、又は事業開始日までに確実に整備でき

ること。 

④ 支援を受けた者からの評価を把握する方法が、具体的に定められてい

ること。 

⑤ 事業規模が、企業ニーズ等を踏まえた適正なものとなっていること。 

⑥ 助成事業を的確に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調

達に関し十分な経理的基礎を有すること。 

１０ 助成事業完了後の注意事項 

⑴ 関係書類の保存 

 助成事業に係る関係書類及び帳簿類を助成事業が完了した会計年度の終

了後１０年間保存しなければなりません。 
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⑵ 財産の管理 

 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産を適切に管理するとと

もに、助成金交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければいけま

せん。また、原則として、この財産を処分できません。 

⑶ 事業化状況報告 

 助成事業の完了した年度（助成事業者の会計年度）から平成３０年度ま

で事業化状況報告書を提出しなければなりません。 

⑷ 助成事業の成果の公表 

 助成事業の成果について、当センターが作成する冊子等への記載などに

より公開することがあります。 

 

１１ 助成金交付決定後の主なスケジュール 

⑴ 個別説明 

 経費の執行方法や事業の進め方を説明します。 

⑵ 事業遂行状況報告書の提出 

 事業の進捗について、中間報告（助成決定後６ケ月後）を行っていただき

ます。必要に応じて、現地調査も行います。 

⑶ 支援委員会（※８）への説明 

 事業の進捗状況や事業を進めるうえでの課題などを説明していただき、支

援委員会委員から助言をいただきます。 

⑷ 実績報告書の提出 

 事業完了後３０日以内に実績報告書を提出していただきます。 

⑸ 助成金の支払い 

 助成金は、実績報告書の審査及び現地調査等により助成金の額を確定した

後に支払います。 

 

※８ 支援委員会は、助成事業者の事業化の実現並びに継続的な発展に向け

て必要な指導や助言を行うことを目的として、当センターが設置します。 

 

１２ 問い合わせ先等 

〒０１０－８５７２ 秋田市山王三丁目１－１ 秋田県庁第二庁舎２階 

⑴相談から申請まで 

 秋田県産業労働部 

◇地域産業振興課 企業支援第一班   

 電 話 番 号 ０１８－８６０－２２２５ 

 ＦＡＸ番号 ０１８－８６０－２５９０ 

⑵申請書の提出先 

財団法人あきた企業活性化センター 

◇経営支援グループ／経営革新担当 

 電 話 番 号 ０１８－８６０－５７０１ 

 ＦＡＸ番号 ０１８－８６０－５６１２



- 8 - 

 

１３ 助成事業の主な流れ 
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（別 記）助成対象経費 

 

 助成対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費として明確に区分でき

るもので、助成金交付決定通知に記載する助成事業実施期間内に発注（契約）、

購入、納品、請求及び支払が完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認でき

る経費に限ります（助成事業完了後の検査で助成対象物件や帳簿類の確認がで

きない場合や交付決定日前に発注、購入及び契約等したもの並びに事業実施期

間中に支払いできなかった場合は、当該物件等に係る経費は助成対象となりま

せん。）。 

 助成対象となる経費の詳細は次のとおりです。 

 

１ 中核企業育成事業及びチャレンジ企業育成事業 

① 専門家謝金・同旅費 

 新商品開発、販路拡大、事業転換等についてのアドバイスを受ける際の

専門家への謝金、旅費等の経費 

② 出展経費、会場借上料 

 新商品の販路拡大等に係る展示会の開催、見本市への参加等に要する経

費 

③ 印刷製本費、資料購入費、広告宣伝費 

 新商品の販路拡大等に要する経費 

④ 研修費 

 新商品の開発等に要する経費 

⑤ 構築物費 

 新商品・新技術・新役務の研究開発に不可欠で助成の対象として適切な

ものであって、かつ、プレハブ等の簡易な物の購入・建造、改良・据付及

び借上に要する経費 

⑥ 研究開発のみに用いる機械装置費 

 新商品・新技術・新役務の研究開発に必要な機械装置若しくは自社によ

り機械装置を製作する場合の部品の購入に要する経費、機械装置の借上に

要する経費、又は機械装置を修繕若しくは改良するために要する経費で、

取得価格、技術的性能等を十分勘案のうえで購入等をする必要があります。 

 又、新商品の生産に必要な機械装置の借上に要する経費は助成対象経費

となります。 

 なお、助成金で研究開発の用に供する目的で購入した機械装置は、研究

開発以外の目的で使用することはできません。 

⑦ 研究開発のみに用いる工具器具費 

 新商品・新技術・新役務の研究開発に必要な機械装置等の製作をするた

めの工具器具の購入に要する経費、工具器具の借上に要する経費、又は工

具器具を修繕若しくは改良するために要する経費で、取得価格、技術的性

能等を十分勘案のうえで購入等をする必要があります。 

 なお、助成金で購入等した工具器具は、研究開発以外の目的で使用する
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ことはできません。 

⑧ 消耗品費 

 新商品・新技術・新役務の研究開発、販路拡大及び事業転換等に必要な

消耗品の購入に要する経費 

⑨ 外注費 

 商品開発に必要な原材料等の再加工及び設計等を外注する際に要する経

費ただし、外注費及び委託費に対応する助成金の合計額は、助成金総額の

２分の１を超えない範囲内とします。 

⑩ 市場調査費、知的財産権購入費、委託費 

 商品開発に必要な市場調査、開発後の知的財産権購入及び委託に要する

経費。ただし、外注費及び委託費に対応する助成金の合計額は、助成金総

額の２分の１を超えない範囲内とします。 

⑪ その他必要と認められる経費 

 ①から⑩までに掲げる経費以外の当該商品開発に特に必要と認められる

経費で、第三者が必要性と価格の妥当性を判断できる経費に限ります。経

費を確認するための資料（契約書、納品書、領収書、写真等）を整備する

必要があります。 

 

２ 共同研究助成事業 

① 原材料及び副資材費 

 当該研究開発に直接使用する主要原料、主要材料及び副資材の購入に要

する経費 

② 構築物費 

 当該研究開発に不可欠で助成の対象として適切なもので、かつ、プレハ

ブ等の簡易な物の購入・建造、改良・据付及び借上に要する経費 

③ 研究開発のみに用いる機械装置費 

 当該研究開発に必要な機械装置若しくは自社により機械装置を製作する

場合の部品の購入及び据付に要する経費、機械装置の借上に要する経費、

又は機械装置を修繕若しくは改良するために要する経費で、取得価格、技

術的性能等を十分勘案のうえで購入等をする必要があります。 

 なお、助成金で購入又は借上した機械装置は、研究開発以外の目的に使

用することはできません。 

④ 研究開発のみに用いる工具器具費 

 当該研究開発に必要な機械装置等の製作をするための工具器具の購入に

要する経費、工具器具の借上に要する経費、又は工具器具を修繕若しくは

改良するために要する経費で、取得価格、技術的性能等を十分勘案のうえ

で購入等をする必要があります。 

 なお、助成金で購入又は借上した工具器具は、研究開発以外の目的で使

用することはできません。 

⑤ 外注加工費 

 当該研究開発に必要な原材料等の再加工及び設計等を外注する際に要す
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る経費。ただし、外注費に対応する助成金は、助成金総額の２分の１を超

えない範囲内とします。 

⑥ 技術導入費 

 大学・公設試験研究機関等との共同研究契約において、当該大学等に納

付する経費及び第三者から技術的な助言又は指導並びに労務の提供を受け

るために要する経費 

⑦ 技術情報取得費 

 当該研究開発に必要な技術的な助言又は指導等を受けるために要する経

費 

⑧ その他必要と認められる経費 

 ①から⑦までに掲げる経費以外の当該研究開発に特に必要と認められる

経費で、第三者が必要性と価格の妥当性を判断できる経費に限ります。経

費を確認するための資料（契約書、納品書、領収書、写真等）を整備する

必要があります。 

 

３ 中小企業支援機関実施事業 

① 専門家謝金・同旅費 

 新商品開発、販路拡大及び事業転換等についてのアドバイスを受ける際

の専門家への謝金、旅費等の経費 

② 出展経費、会場借上料 

 新商品の販路拡大等に係る展示会の開催、見本市への参加等に要する経

費 

③ 印刷製本費、資料購入費、広告宣伝費 

 新商品開発、販路拡大及び事業転換等に要する経費 

④ 消耗品費 

 新商品・新技術・新役務の研究開発、販路拡大及び事業転換等に必要な

消耗品の購入に要する経費 

⑤ 委託費 

 商品開発に必要な委託に要する経費。ただし、委託費に対応する助成金

は、助成金総額の２分の１を超えない範囲内とします。 

⑥ その他必要と認められる経費 

 ①から⑤までに掲げる経費以外の当該商品開発や販路拡大等に特に必要

と認められる経費で、第三者が必要性と価格の妥当性を判断できる経費に

限ります。経費を確認するための資料（契約書、納品書、領収書、写真等）

を整備する必要があります。 


